
第７４期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

自：2019年４月 １ 日
至：2020年３月31日

事業報告
・６. 業務の適正を確保するための体制および

当該体制の運用状況の概要
連結計算書類

・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

本内容は、法令および当社定款第14条の規定に基づき、当社
ウェブサイト（https://housefoods-group.com/ir/）に掲
載し、株主のみなさまに提供させていただくものです。

ハウス食品グループ本社株式会社



６. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

(１) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
　当社グループは、経営組織の活性化と迅速な意思決定を旨とする『スピード経営』に取り組むことにより、経営の有
効性と効率性を高め、企業価値の最大化を追求しております。また、激変する経営環境に適正に対応すべく、企業の社
会性と透明性の向上および説明責任の遂行に努め、コンプライアンスの徹底を図るために以下のとおりコーポレート・
ガバナンス体制を構築しております。
　なお当社は、2015年12月より㈱壱番屋をグループ化しております。同社は上場会社であり、当社は同社の内部統制
システムを尊重した運用を行っております。

(２) コーポレート・ガバナンスの体制および当該体制の運用状況の概要
・取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は監査役制度採用会社として、取締役会と監査役、監査役会により、取締役の職務の執行の監視・監督および
監査を行っております。
　取締役会は取締役10名（うち、社外取締役２名）で構成され、当社グループの重要な業務執行を決定するととも
に、他の取締役およびグループ会社の業務執行を監視・監督しております。
　監査役につきましては、監査役５名（うち、社外監査役３名）の体制をとっており、監査役によって構成される監
査役会を設置しております。
　会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約を
締結しております。
＜運用状況＞
　監査役は、取締役会へ出席し意見表明を行うほか、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士と連携を図り、取締役の
職務執行の監査を行っております。常勤監査役は取締役会や経営会議をはじめとする社の重要な会議へ出席し、業務
監査および財務報告に係る内部統制の担当部門である監査部に対し、監査状況・内部統制システム評価状況の確認お
よび定期的な意見交換を実施しております。加えて、取締役や部署長に対し適宜ヒアリングを行うとともに、事業所、
部署およびグループ会社への計画的な監査を実施しております。
　会計監査人による会計監査につきましては、財務部が窓口となり監査を実施しております。



(３) 業務遂行における内部統制システムの基本的な考え方
　当社グループは、業務遂行における内部統制システムをコーポレート・ガバナンス体制の充実と、企業理念・経営目
標の実現・達成のための仕組みととらえ、体制の構築と的確で効果的な運用を通して、企業価値の向上と持続的な発展
に繋げるべく取組を進めております。

(４) 業務執行・内部統制システムの体制および当該体制の運用状況の概要
①取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　適正な情報管理を進めるために「ハウス食品グループ情報管理規程」および関連する諸規則を整備しております。
　当社および子会社の重要事実などの適時開示の判断につきましては、情報管理統括責任者である総務部担当取締役
の指揮のもと、総務部が担当しております。

＜運用状況＞
　取締役の職務の執行に係る情報を記録する取締役会議事録、経営会議議事録、認可申請書などの文書（電磁的記録
を含む）を、法令・定款および社内規程に従い保存・管理しております。
　取締役会や経営会議において決定される事項および、当社ならびに子会社において発生した内部情報につきまして
は、総務部を中心に関係部署が「ハウス食品グループ重要情報適時開示規程」に従い、情報の重要性・適時開示の要
否を判断しております。株主や投資家のみなさまに対する積極的なＩＲ活動や企業情報の適時開示を通じて、企業運
営の透明性を高めております。
　企業機密や個人情報などの管理に関しては、ｅラーニングなどにより継続して周知徹底に努めております。

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理体制としましては、「ハウス食品グループリスクマネジメント規程」を策定し、想定されるリスクを明
確にして共有するとともに、各種リスクについて対応要領を整備しております。万一リスク顕在化の際には、関係部
署の緊密な連携により、迅速かつ的確に対処していく体制を構築しております。さらにリスクマネジメントの強化を
図るために、ＣＳＲ部担当取締役を委員長とするグループＣＳＲ委員会を設置しております。
　また、食品メーカーとして常に安全・安心な製品をお届けするよう、品質に関する基準や方針を適宜見直す体制と
しております。



＜運用状況＞
　グループＣＳＲ委員会において、想定されるリスクを定期的かつ横断的に分析・評価するとともに、対応策を策定
し、その対応策の有効性をモニタリングおよびレビューするリスクマネジメントシステムを運用することにより、継
続的な改善に努めております。
　食の品質に関わる情報共有と課題検討の場としてグループ品質保証会議を開催し、品質保証体制の一層の強化を図
っております。
　また、バリューチェーン全体を俯瞰した取組・方策や各事業会社の実状に即した取組・方策を議論し決定する、グ
ループ品質保証責任者会議を設置しております。

③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社グループは、持株会社体制のもと、権限委譲に伴う各グループ会社の意思決定のスピードアップと活力ある組
織運営に努めております。当社の取締役は、主要なグループ会社の代表取締役社長を兼務するほか、取締役の任期を
１年とし、権限と責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できるようにしております。
　「業務分掌規程」、「職務権限責任規程」をはじめとする社内諸規程、諸規則を整備し、取締役の決裁事項を適宜
閲覧できるシステムを構築するなど、業務執行が効率的かつ適正に行われるよう体制を整備しております。併せて、
お客様相談部や、当社ホームページでのお問い合わせ窓口を通して、お客さまなどの社外の声を企業運営に反映でき
る体制をとっております。

＜運用状況＞
　取締役会を原則月１回、経営会議を原則月２回開催し、迅速で効率的な業務執行を行っております。お客様相談部
に寄せられたお客さまの声は、業務執行取締役に日報で報告されているほか、取締役会や経営会議において冒頭の報
告議題としており、企業運営に反映しております。

④使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　社長直轄の監査部を設置し、社内諸規程の遵守状況や業務遂行の適正性などについて、監査を実施しております。
　また、財務報告に係る内部統制の構築につきましては、監査部が主管し、事業所、部署の内部統制の構築および内
部統制システムの運用状況の評価などを行っており、より信頼性の高い財務報告ができる体制を確保しております。
　さらに、企業倫理が強く求められる時代背景にあって、「ハウス食品グループＣＳＲ方針」のもと、ＣＳＲに関連
する必要な方針、規程を定めるとともに、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着を目的に、グループＣＳＲ委員
会を設置しております。また、コンプライアンス違反行動（反するおそれのあるものを含む）などを察知し、通報や
相談を受け付けるヘルプラインを設置することなどを定めた「ハウス食品グループ相談・報告制度（コンプライアン
ス・ヘルプライン）運用細則」を整備しております。



　併せて、企業の倫理的使命として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、毅然とした
態度でのぞみ、一切の関係を遮断します。この基本的な考え方を「ハウス食品グループ行動指針」に明記しておりま
す。また、万一反社会的勢力から脅威を受けたり、被害を受けるおそれがある場合の対応要領を整備し、必要な情報
が総務部に報告され、被害を防ぐ体制をとっております。

＜運用状況＞
　監査部は、年間約２０箇所の事業所、部署、グループ会社に対し、内部監査を計画的に実施しております。
　また、グループにおける重大リスクとこれまでの監査結果をもとに特定のテーマを選定し、グループ全社を横串で
総点検するテーマ監査と、組織における統制の有効性を業務責任者（部署長）が自ら評価・改善を行うことを目的と
したアンケート形式によるＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）を、別途実施しております。監査結果は
社長ならびに関係取締役に報告し、改善すべき点があれば被監査部署へ改善計画を求め、期限を定めて改善状況の確
認を行うなど、内部統制システムの向上に取り組んでおります。
　グループ各社のコンプライアンス意識の醸成に向けた具体的な改善活動の推進を目的としたコンプライアンス推進
委員会を設置し、その活動状況をグループＣＳＲ委員会へ報告しております。
　コンプライアンス・ヘルプラインは、総務部および外部機関が窓口となり、随時通報や相談を受付しております。
　反社会的勢力を排除するために、平素から警察や弁護士、暴力追放運動推進センターなど専門機関との連携を深め、
情報収集に努めております。

⑤当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　主要なグループ会社の代表取締役社長を兼務する当社取締役または関係会社担当取締役が、子会社の取締役等の
職務の執行を監督しております。

２子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　「ハウス食品グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメントシステムの運用を行っておりま
す。また、主要なグループ会社は、グループ品質保証会議に参加し、品質保証体制の一層の強化を図っております。

３子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　グループ会社に対しては、「関係会社管理規程」に基づき適正な企業経営の推進支援を図るとともに、必要に応
じて、当社の関係各部署が効率的な事業運営をサポートする体制をとっております。

４子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　「ハウス食品グループＣＳＲ方針」に基づいた、グループとして一貫性のあるコンプライアンス活動を行ってお
ります。また、監査部がグループ会社の内部監査、内部統制の構築および内部統制システムの運用状況の評価など
を行っており、より信頼性の高い財務報告ができる体制を確保しております。



＜運用状況＞
　取締役会で、主要なグループ会社の代表取締役社長を兼務する取締役および関係会社担当取締役から、グループ会
社の業績報告が定期的に行われております。
　グループ会社にＣＳＲ委員会を設置し、想定されるリスクを定期的かつ横断的に分析・評価するとともに、対応策
を策定し、その対応策の有効性をモニタリングおよびレビューするリスクマネジメントシステムを運用しております。
　監査部が、グループ会社の内部監査および財務報告に係る内部統制の構築や内部統制システムの運用状況の評価を、
定期的に行っております。

⑥監査役の職務を補助する事務局の設置と当該スタッフの独立性および当該スタッフに対する指示の実効性の確保に
関する事項

　当社は、監査役事務局として総務部内に専任スタッフ１名と若干名の兼任スタッフを置いております。常勤監査役
は専任スタッフの評価を独自に行い、総務部長に提出しております。総務部長は監査役の評価を尊重して専任スタッ
フを評価することで、監査役のスタッフに対する指示の実効性の確保を図っております。

＜運用状況＞
　監査役スタッフは、監査役権限による直接の指示のもと、監査役会事務局業務や監査役監査に係る情報収集などを
行っております。

⑦監査役への報告に関する体制
１当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
　常勤監査役は取締役会、経営会議などの重要な会議へ出席するほか、重要な決裁書類は全て閲覧・確認しており
ます。また、監査に際して確認を要する事項につきましては、担当取締役、部署長に対し適宜ヒアリングを行うと
ともに、監査部による監査結果の報告会へ出席し、意見交換を行う体制をとっております。

２子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
　常勤監査役２名が、主要なグループ会社の非常勤監査役を兼務し、当該グループ会社の取締役会その他の会議に
出席しております。また、常勤監査役はグループ会社を定期的に監査し、グループ会社の社長、取締役等に対し、
適宜ヒアリングを行っております。

＜運用状況＞
　取締役会は原則月１回、経営会議は原則月２回開催され、重要な経営課題が報告されております。



⑧監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　「ハウス食品グループ相談・報告制度（コンプライアンス・ヘルプライン）運用細則」において、内部通報をした
者が不利益な扱いを受けないことを定めております。

＜運用状況＞
　上記の運用細則における考え方を準用し、監査役に報告をした者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受ける
ことはない運用としております。

⑨監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用また
は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は監査役の通常の職務の執行について生ずる費用について、監査計画に応じた予算を設定したうえで、費用の
処理を行う体制としております。

＜運用状況＞
　監査役がその職務の執行について、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払っております。

⑩その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　上記⑥～⑨に記載のとおりです。



連結株主資本等変動計算書（自 2019年４月１日　至 2020年３月31日） （単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 9,948 23,107 188,920 △1 221,975
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △4,534 △4,534
親会社株主に帰属する当期純利益 11,458 11,458
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 △279 △279

自 己 株 式 の 取 得 △4 △4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － △279 6,924 △4 6,641
当 期 末 残 高 9,948 22,829 195,844 △6 228,616

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延
ヘッジ損益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 21,327 5 756 3,213 25,300 31,869 279,144
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △4,534
親会社株主に帰属する当期純利益 － 11,458
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 － △279

自 己 株 式 の 取 得 － △4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △2,677 9 △464 △2,015 △5,146 291 △4,855

連結会計年度中の変動額合計 △2,677 9 △464 △2,015 △5,146 291 1,786
当 期 末 残 高 18,650 14 292 1,198 20,154 32,160 280,930

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社……………………………35社
主要な連結子会社は、ハウス食品㈱、ハウスウェルネスフーズ㈱、㈱壱番
屋、㈱ギャバン、マロニー㈱、㈱ヴォークス・トレーディング、㈱デリカ
シェフ、ハウスフーズアメリカ社、ハウス食品（中国）投資社、ハウスオ
ソサファフーズ社であります。

ハウスレストラン管理（北京）社については、清算が完了したことにより、連結子会社から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等

記載すべき主要な非連結子会社はありません。
連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）およ
び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま
す。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

持分法を適用した関連会社…………５社（イチバンヤミッドウエストアジア社、ヴォークス・トレーディング
タイ社、サンヨー缶詰㈱、Ｆ－ＬＩＮＥ㈱、ヒマドリフーズ社）

株式の取得によりヒマドリフーズ社を持分法を適用した関連会社に含めております。
(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

記載すべき主要な非連結子会社および関連会社はありません。
持分法を適用しない理由

持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。



３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
・満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
・その他有価証券

時価のあるもの…………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………………総平均法による原価法
②たな卸資産

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）、一部子会社については、移動
平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

当社および国内子会社は、主として建物および構築物（2016年３月31日以前に取得した建物附属設備およ
び構築物を除く）については定額法、建物および構築物以外については定率法、在外連結子会社は定額法に
よっております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～50年
機械装置及び運搬具　　　主として10年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権　　　　　　　　　主として42年
ソフトウエア　　　　　　見込利用可能期間（５年）
契約関連無形資産　　　　30年

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。



(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上しており
ます。

③役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計
年度に見合う額を計上しております。

④株主優待引当金
グループ会社の株主優待券の利用による費用負担に備えるため、株主優待券の利用実績率に基づき、当連結
会計年度末における将来の株主優待利用見込額を計上しております。

⑤債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、㈱壱番屋の決算日は２月末日、㈱ヴォークス・トレーディング社、ハウスフーズアメリ
カ社、ハウス食品（中国）投資社、ハウスオソサファフーズ社ほか17社の決算日は12月末日であり、その
決算日現在の財務諸表をもって連結しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結
上必要な調整をすることとしております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。



②退職給付に係る会計処理の方法
ａ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）にて、定額
法により発生時から費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）によ
り、主として定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③重要なヘッジ会計の方法
ａ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を採用しております。

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………為替予約取引
ヘッジ対象………外貨建債務、外貨建予定取引および外貨建定期預金

ｃ．ヘッジ方針
デリバティブ取引関係に関する内部規程に基づき、外貨建取引のうち、為替相場の変動によるリスクをヘ
ッジする目的でデリバティブ取引を行っており、リスクヘッジを目的としないデリバティブ取引は行わな
い方針です。

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法
デリバティブ取引関係に関する内部規程に基づき、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有
効性の評価を省略しております。

④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主
持分に含めて計上しております。

⑤消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

⑥のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。



Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保提供資産及び担保対応債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。
投資有価証券（注） 653百万円
土地 491百万円
機械装置及び運搬具 261百万円
建物及び構築物 157百万円

担保付債務は、次のとおりであります。
長期借入金 99百万円
（うち、1年内返済予定の長期借入金） （37百万円）
短期借入金 120百万円

（注）関税法・消費税法に基づく納期限延長制度を利用する際の担保として供託しているものであります。
２．有形固定資産の減価償却累計額 142,778百万円
３．保証債務

㈱壱番屋加盟店（金融機関からの借入） 212百万円
ヴォークス・クアラルンプール社（為替予約） 27百万円

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記
１．減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失（387百万円）を計上しております。
当社グループでは、減損の兆候を判定するにあたって遊休資産においては個別物件単位によって、事業資産に
おいては管理会計上の事業区分に基づく製品グループ、外食事業における店舗をキャッシュ・フローを生み出
す最小の単位として、また、本社などの事業資産は共用資産としてグルーピングしております。

場　所 用　途 種　類 減損損失（百万円）
㈱壱番屋

レストラン（注）１，２ 店舗 建物等 244

壱番屋レストラン管理（中国）社
中国レストラン（注）１，２ 店舗 建物等 81

壱番屋香港社
中国香港レストラン（注）１，２ 店舗 建物等 39

台湾壱番屋社
台湾レストラン（注）１，２ 店舗 建物等 23

（注）１．回収可能価額を正味売却価額により算定している場合には主として路線評価額によっており、使用価値に
より算定している場合には、将来キャッシュ・フローを2.0％で割り引いて算定しております。

２．地域別の内訳は、日本32店舗、中国香港12店舗、台湾２店舗です。



Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数

（単位：千株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 100,751 － － 100,751

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2019年６月25日
定時株主総会 普通株式 2,217 22 2019年３月31日 2019年６月26日

2019年11月１日
取締役会 普通株式 2,317 23 2019年９月30日 2019年12月５日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2020年６月25日開催の第74期定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。

①配当金の総額 2,317百万円
②１株当たり配当額 23円
③基準日 2020年３月31日
④効力発生日 2020年６月26日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



Ⅴ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行借入
や社債発行で調達する方針であります。なお、デリバティブ取引は、内部規程に基づき、外貨建取引のうち、
為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で行っており、リスクヘッジを目的としないデリバティブ取
引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券
は、主に満期保有目的の債券および業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、１年以内の支払期日であります。借入金及
び社債は、運転資金および設備投資資金の調達を目的としたものであり、金利は固定であります。ファイナ
ンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日
は決算日後最長で19年後であります。長期未払金は、主に当社の役員に対する退職慰労金であります。長期
預り保証金は、主に不動産賃貸借契約に基づく預り保証金やフランチャイズ加盟契約に基づき加盟企業から
預っている取引保証金等であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に関するリスク）の管理

営業債権は、販売及び与信に関わる管理規程に従い、取引先ごとに期日および残高を管理するとともに、主
要な取引先の信用状況を定期的にモニタリングするなど、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。
有価証券及び投資有価証券について、資金運用に関して定めた規程に従い、預金による運用は信用力の高い
金融機関との取引を対象とし、債券による運用は格付の高い銘柄のみを対象としております。
当期の連結決算日における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表
されております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、リス
クが懸念されるものについては、保有状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関との当座借越契約や、キャッ
シュ・マネジメント・システムを通して、国内グループ会社全体の資金管理を行うほか、機動的なグループ
内融資や外部調達などによって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。



２．金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時　価 差　額

(1) 現金及び預金 66,424 66,424 －
(2) 受取手形及び売掛金 47,774 47,774 －
(3) 有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 16,960 16,682 △279
その他有価証券 43,412 43,412 －

(4) 長期預金 1,000 1,001 1
資産計 175,569 175,291 △278

(1) 支払手形及び買掛金 19,706 19,706 －
(2) 電子記録債務 1,553 1,553 －
(3) 短期借入金 3,340 3,340 －
(4) １年内償還予定の社債 26 26 －
(5) 未払金 17,435 17,435 －
(6) リース債務 1,942 1,885 △57
(7) 長期借入金 98 97 △2
(8) 長期未払金 250 249 △1
(9) 長期預り保証金 3,889 3,877 △12

負債計 48,240 48,169 △71
デリバティブ取引 24 24 －

（表示方法の変更）
「長期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結事業年度より記載を省略しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関
から提示された価格によっております。

(4) 長期預金
長期預金の時価の算定は、約定単位ごとに、その将来キャッシュ・フローを新規に同様の約定を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。



負　債
(1) 支払手形及び買掛金、 (2) 電子記録債務、 (3) 短期借入金、 (4) １年内償還予定の社債、並びに 
(5) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

(6) リース債務
リース債務の時価の算定は、一定の期間で区分した債務を、新規に同様のリース取引を行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、連結貸借対照表計上額と時価
の差額の主なものは、連結貸借対照表計上額に含まれる利息相当額であります。

(7) 長期借入金
長期借入金の時価の算定は、元利金の合計額を新規に同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) 長期未払金
長期未払金の時価の算定は、一定の期間で区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを支払
期日までの期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。

(9) 長期預り保証金
長期預り保証金の時価の算定は、一定の期間で区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを
支払期日までの期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
振当処理による為替予約については、ヘッジ対象としている預金と一体として取扱い、その時価は、
当該預金の時価に含めて記載しております。また、外貨建の予定取引の為替リスクヘッジについては、
取引金融機関から提示された時価に基づき、繰延ヘッジ処理を行っております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区　　分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 10,703

営業・加盟保証金 1,809
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、「(3) 有価
証券及び投資有価証券」には含めておりません。
営業・加盟保証金については、営業取引先・加盟店の営業継続期間の見積もりが実質的に困難で時価を把握
することができないため、「(9) 長期預り保証金」には含めておりません。



（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 66,424 － － －
受取手形及び売掛金 47,774 － － －
有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 9,902 7,000 － －
その他有価証券のうち満期があるもの 990 － 2,000 －

長期貸付金 － 3 － －
長期預金 － － 1,000 －

合　　計 125,090 7,003 3,000 －
（注４）リース債務、社債、長期借入金及び長期預り保証金の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

リース債務 491 463 409 378 107 93
社債 26 － － － － －
長期借入金 － 31 27 10 10 20
長期預り保証金 － 520 248 213 158 2,750

合　　計 517 1,014 683 602 276 2,863

Ⅵ．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 2,469円20銭
２．１株当たり当期純利益 113円73銭



Ⅷ．その他の注記
１．追加情報

当社は、中国での事業拡大を目的とした出資見合い金10百万米ドルを日本農林水産食品発展有限公司に対して預託
しておりましたが、現地許認可等の問題により出資を断念いたしました。出資見合い金として長期預け金に計上し
ております1,088百万円については、契約上全額当社に返還されるものとなっておりますが、現時点の状況を勘案
し、回収期間が長期化する見込みであり、不確実性を考慮した結果、その全額に対して、貸倒引当金繰入額1,088
百万円を特別損失に計上しております。

２．企業結合等関係
（事業分離）

（1）事業分離の概要
① 分離先企業の名称

味の素物流㈱

② 分離した事業の内容
貨物運送業その他

③ 事業分離を行った主な理由
食品物流の諸課題に対応し、効率的で安定的な物流体制の実現を目的として、味の素物流㈱（2019年４月

１日にＦ－ＬＩＮＥ㈱に商号を変更「以下、現Ｆ－ＬＩＮＥ㈱」）を存続会社とし、カゴメ物流サービス㈱、
Ｆ－ＬＩＮＥ㈱、九州Ｆ－ＬＩＮＥ㈱の全事業を統合した会社に、ハウス物流サービス㈱の事業（一部を除
く）を会社分割することにいたしました。

④ 事業分離日
2019年４月１日

⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
ハウス物流サービス㈱を分割会社とし、味の素物流㈱（現Ｆ－ＬＩＮＥ㈱）を承継会社とする吸収分割

（2）実施した会計処理の概要
① 持分法による投資利益 407百万円

持分変動損失 212百万円
(注) 負ののれん相当額を持分法による投資利益として計上しております。

② 受取対価の種類
味の素物流㈱（現Ｆ－ＬＩＮＥ㈱）の普通株式



③ 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 2,761百万円
固定資産 4,544百万円
資産合計 7,305百万円
流動負債 269百万円
固定負債 2,249百万円
負債合計 2,519百万円

④ 会計処理
「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９月13日）および「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成31年１月16日）に基づき、会
計処理を行っております。

（3）分離した事業が含まれていた報告セグメント
その他食品関連事業

（4）当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
期首に会社分割を行っているため、計上されておりません。



株主資本等変動計算書（自 2019年４月１日　至 2020年３月31日）
（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

当 期 首 残 高 9,948 23,815 23,815
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 －
当 期 純 利 益 －
固定資産圧縮積立金の取崩 －
自 己 株 式 の 取 得 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) －

当 期 変 動 額 合 計 － － －
当 期 末 残 高 9,948 23,815 23,815

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,487 484 93,900 24,814 121,686 △1 155,448
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,534 △4,534 △4,534
当 期 純 利 益 10,988 10,988 10,988
固定資産圧縮積立金の取崩 △22 22 － －
自 己 株 式 の 取 得 － △4 △4
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) － －

当 期 変 動 額 合 計 － △22 － 6,477 6,454 △4 6,450
当 期 末 残 高 2,487 462 93,900 31,291 128,140 △6 161,898



株主資本等変動計算書（自 2019年４月１日　至 2020年３月31日）
（単位：百万円）

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 21,056 21,056 176,504
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △4,534
当 期 純 利 益 － 10,988
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
自 己 株 式 の 取 得 － △4
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △2,578 △2,578 △2,578

当 期 変 動 額 合 計 △2,578 △2,578 3,873
当 期 末 残 高 18,478 18,478 180,377

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

①満期保有目的の債券 ………償却原価法
②子会社および関連会社株式 ………総平均法による原価法
③その他有価証券

時価のあるもの ………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの ………総平均法による原価法
(2) たな卸資産

①貯蔵品 ………先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物および構築物（2016年３月31日以前に取得した建物附属設備および構築物を除く）は定額法、建物およ
び構築物以外については定率法によっております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ３～50年
(2) 無形固定資産

定額法
但し、ソフトウエアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合
う額を計上しております。



４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………為替予約取引
ヘッジ対象………外貨建定期預金

③ヘッジ方針
デリバティブ取引関係に関する内部規程に基づき、外貨建取引のうち、為替相場の変動によるリスクをヘ
ッジする目的でデリバティブ取引を行っており、リスクヘッジを目的としないデリバティブ取引は行わな
い方針です。

④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の通貨が同一であり、金額と期日についてほぼ同一であることを確認し、ヘッジ
手段が余すことなくヘッジ対象の決済に利用されていることを確認しております。

(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(3) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 4,995百万円
２．関係会社に対する債権債務

短期金銭債権 6,215百万円
長期金銭債権 2,038百万円
短期金銭債務 14,390百万円

３．圧縮記帳
固定資産圧縮積立金は租税特別措置法に基づいて計上したものであります。

Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

営業取引高　　　営業収益 20,854百万円
その他の営業取引高 1,264百万円

営業取引以外の取引高 503百万円



Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．自己株式の種類及び株式数

（単位：千株）

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 0 1 － 1

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 1千株

Ⅴ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
投資有価証券評価損 5,279百万円
貸倒引当金 389百万円
関係会社出資金評価損 252百万円
長期未払金 35百万円
未払事業税 7百万円
未払賞与 0百万円
その他 177百万円
小計 6,139百万円
評価性引当額 △6,097百万円
（繰延税金資産の合計） 42百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △8,106百万円
固定資産圧縮積立金 △204百万円
その他 △280百万円
（繰延税金負債の合計） △8,589百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △8,547百万円



Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称 所在地 資本金

（百万円） 事業の内容
議決権等の
所有又は

被所有割合（％）

関連当事者との関係
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

子会社

ハウス食品
㈱

大阪府
東大阪市 2,000

カレー、シチュ
ー、スパイスな
どの製造・販売

直接　100.00 兼任2人 グループ経営管
理等

グループ運営
収入等 6,719 未収入金 735

受取配当金 8,004 － －

業務受託収入
等 592 － －

経費の立替 － 立替金 1,340

借入金に対す
る利息の支払 1 短期借入

金 6,371

ハウスウェ
ルネスフー
ズ㈱

兵庫県
伊丹市 100

健康食品、飲料
などの製造・販
売

直接　100.00 兼任2人 グループ経営管
理等

グループ運営
収入等 1,395 未収入金 107

借入金に対す
る利息の支払 0 短期借入

金 1,952

サンハウス
食品㈱

愛知県
江南市 100 レトルト食品な

どの製造 間接　100.00 なし グループ経営管
理等

借入金に対す
る利息の支払 0 短期借入

金 2,343

㈱ヴォーク
ス・トレー
ディング

東京都
中央区 500

農産物、食品な
どの輸出入・販
売

直接　  86.28 兼任1人 資金の援助等 貸付金に対す
る利息の受取 7 短期貸付

金 3,000

（注1）上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
（注2）取引条件および取引条件の決定方針等

上記関係会社との取引については、市場価格等を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。
（注3）国内子会社との間で資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（以下ＣＭＳ）を導入しており

ますが、ＣＭＳを用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは実務上困難であるため、
借入金の残高のみを表示しております。なお、金利については、市場金利を勘案して決定しております。

（注4）グループ運営収入については、契約条件により決定しております。
（注5）受取配当金については、グループ会社の財務状況を勘案し一定の基準に基づき決定しております。
（注6）経費の立替に関しては、外部の取引業者への立替払いであり、親子間の直接的な取引ではないため、取引金額

の記載を省略しております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,790円35銭
２．１株当たり当期純利益 109円06銭



Ⅷ．その他の注記
１．追加情報

当社は、中国での事業拡大を目的とした出資見合い金10百万米ドルを日本農林水産食品発展有限公司に対して預託
しておりましたが、現地許認可等の問題により出資を断念いたしました。出資見合い金として長期預け金に計上し
ております1,088百万円については、契約上全額当社に返還されるものとなっておりますが、現時点の状況を勘案
し、回収期間が長期化する見込みであり、不確実性を考慮した結果、その全額に対して、貸倒引当金繰入額1,088
百万円を特別損失に計上しております。


